
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％
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地 域
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店舗 中規模店舗、中高層共同
住宅が見られる商業地域

六町1.2 ㎞

特にない １６ｍ区道 六町駅南西方1.2 ㎞

株価が上昇し、経済が回復しつつあるが、諸外国の景気の動向や円相
場にも注視が必要である。

地域要因に大きな変動は見られない。

角地であり相対的な選好性は強く、競合不動産との比較で競争力は優
れる。

今春環七北通りが全線開通し、店舗の新規出店が見込まれる。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は規範性の高い取引事例から試算され、市場動向を反映し、その信頼性は高い。一方、路線商業地では４階以
上の階層の店舗・事務所需要は弱いため、３階を限度とした収益価格はやや低位となった。本件は商業地の評価であり
収益価格を重視すべきであるが、地域の実情を勘案して比準価格を重視し、収益価格を参酌し、代表標準地及び指定基
準地との均衡も考慮して鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は足立区内の生活幹線道路沿線の路線商業地域及び近隣商業地域である。需要者は地縁的選好性のある店舗
経営者を主として不動産業者及び自用目的の個人等である。飲食店舗やドラッグストア、コンビニエンスストア等が多
く見られ、クルマ社会という足立区環七以北の地域的特性を反映している。店舗として取引される価格帯は立地条件、
規模等でまちまちであり、需要の中心となる価格帯を見出すことは困難であった。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

足立(都) －5 22

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 5

令和 5 7 1

令和 5 7 3

足立(都)　5 － 22 東京都 区部第１１ 不動産鑑定士 古家　一郎

株式会社ファースト不動産鑑定

令和 5 6 28

令和 5 7 3

足立区一ツ家二丁目１３番１３外
「一ツ家２－１３－２０」

356

不整形

2：1 ＲＣ 4

南16 m

区道、

東側道

水道、

ガス、

下水

近商
(80,400)
防火
高度(最低7m)
（その他）

(100,399)

20 30 30 30 中高層店舗兼共同住宅地

15 20 300 長方形

近商
(100,400)
防火
高度(最低7m)

低層店舗の敷地 角地                          +3.0
形状                          -3.0

356,000

244,000

／

／

令和 5 280,000

124,000,000 349,000

□ □■

462,000

足立 5 16

100.9

100.0 134.0

99.9
348,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+1.0

+5.0

+33.0

-5.0

0.0

足立(都) 5 15

455,000

102.4

100.0 136.0

99.9
342,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+1.0

+5.0

+35.0

-5.0

0.0

□ □

□ □

■


